
 

船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年８月１４日 １７時５０分ごろ 

発生場所 千葉県富津
ふ っ つ

市富津岬北方沖 

 富津港東防波堤灯台から真方位２６１°１.６海里付近 

 （概位 北緯３５°１８.９′ 東経１３９°４７.１′） 

事故の概要  水上オートバイＭＯＡ
エムオーエー

は、浮体をえい
．．

航して西進中、また、水上オ

ートバイブルーＧＰ
ジーピー

は、南進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ＭＯＡ、０.２トン 

   ２３０－５７０１７埼玉、株式会社ＭＯＡ 

Ｂ 水上オートバイ ブルーＧＰ、５トン未満（長さ２.４５ｍ） 

   ２３０－４０２７６埼玉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 右舷中央部外板に亀裂等 

Ｂ 船首部船底に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、富津岬北側の海岸を出航し、友

人の子供２人が搭乗するトーイングチューブ（以下「本件浮体」とい

う。）をえい
．．

航していたところ、えい
．．

航索が外れ、船長Ａが同索を結

び直して再び東方に向けてえい
．．

航を開始した。 

 船長Ａは、右に旋回したのち西進し、時折、左舷後方を振り返って

本件浮体の様子を確認しながらえい
．．

航を続けていたところ、右舷至近

にＢ船を認めたものの避航動作を取る間もなく、Ａ船の右舷側とＢ船

の船首部とが衝突し、左舷側に落水した。 

 船長Ｂは、友人らと共に海岸で休息していたところ、北方沖でＡ船

のえい
．．

航索が外れ、船長Ａが同索を手繰り寄せているのを認めたの

で、手伝おうと思い、海岸沿いに停船していたＢ船に１人で乗り組

み、座席後部に友人１人（以下「同乗者Ｂ」という。）を乗せ、Ａ船

に向かって発進した。 

 船長Ｂは、Ａ船に向けて北進していたところ、Ａ船が再び本件浮体

のえい
．．

航を始めたので、Ａ船が停船していた付近を通過した後、海岸



 

に戻ることとした。 

 船長Ｂは、右に旋回しながらＡ船も右に旋回していることを認めた

が、Ａ船が本件浮体をえい
．．

航しているので、大きな弧を描いて緩やか

に旋回しており、Ｂ船とは距離があると思い、Ａ船から視線を外して

前方を見て航行を続けた。 

 船長Ｂは、海岸に向けて南進中、左舷至近にＡ船を認めたが避航動

作を取る間もなくＢ船とＡ船とが衝突し、同乗者Ｂと共に投げ出され

て落水した。 

 船長Ａは、衝突の衝撃で気を失い、事故に気付いた他の水上オート

バイに救助されて海岸に運ばれ、意識が戻ったのち救急車で病院に搬

送され、脳震とうと診断された。 

 Ａ船は、船長Ａが救助された後、同乗者Ｂが操縦して子供２人が搭

乗する本件浮体をえい
．．

航し、Ｂ船と共に海岸に戻った。 

分析  Ａ船は、本件浮体をえい
．．

航して右に旋回したのち西進中、船長Ａ

が、左舷後方を振り返って本件浮体の様子を確認しながら航行してい

たことから、Ｂ船が右舷方から接近していることに気付くのが遅れ、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、右に旋回したのち南進中、船長Ｂが、Ａ船が右に旋回して

いることを認めた際、Ａ船が緩やかに旋回していてＢ船とは距離があ

ると思い、Ａ船から視線を外して航行したことから、Ａ船が左舷方か

ら接近していることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が本件浮体をえい
．．

航して右に旋回したのち西進中、

Ｂ船が右に旋回したのち南進中、船長Ａが左舷後方を振り返って本件

浮体の様子を確認しながら航行し、また、船長Ｂが、Ａ船が緩やかに

旋回していてＢ船とは距離があると思い、Ａ船から視線を外して航行

したため、互いに接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、浮体をえい
．．

航する際、浮体のみに注意

を向けず、周囲の見張りを適切に行うこと。また、浮体を監視す

る者を同乗させることが望ましい。 

 ・水上オートバイの船長は、他船の進路を憶測で判断せず、その動

静を監視すること。 

 


